
日
本
の
家
屋
の
ほ
と
ん
ど
は
、
木
造
で
あ
り
、
古
く
か
ら
火
災
と
は
切
っ

て
も
切
れ
な
い
縁
で
つ
な
が
っ
て
き
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。都
市
が
繁
栄
し
た
江
戸
時
代
に
は
大
名
火
消
や
定
火
消
、町
火
消
と
い
っ

た
火
消
組
織
が
生
ま
れ
ま
す
。
そ
の
後
、
町
火
消
は
消
防
組
と
改
組
さ
れ
、

こ
の
頃
、
野
田
に
も
公
設
消
防
組
が
置
か
れ
ま
し
た
。
昭
和
の
時
代
に
は
消

防
組
が
警
防
団
に
、
戦
後
に
は
現
在
の
消
防
団
へ
と
改
組
さ
れ
、
現
在
ま
で

地
域
を
守
る
組
織
と
し
て
そ
の
活
動
が
受
け
継
が
れ
て
き
ま
し
た
。

戦
国
時
代
の
戦
乱
が
治
ま
り
、
徳
川
幕

府
の
時
代
に
入
る
と
、
都
市
の
繁
栄
に
伴

い
、「
火
事
と
喧
嘩
は
江
戸
の
華
」と
い
わ

れ
る
ほ
ど
火
事
も
頻
繁
に
発
生
し
ま
し

た
。江
戸
時
代
の
火
消
組
織
は
、大
名
火
消

や
定
火
消
と
い
っ
た
武
家
火
消
と
町
火
消

に
大
別
さ
れ
、定
火
消
は
公
設
消
防
、町
火

消
は
義
勇
消
防
の
元
祖
と
言
わ
れ
ま
す
。

明
治
維
新
に
伴
い
、
大
名
火
消
や
定
火

消
は
廃
止
に
な
り
ま
し
た
が
、
町
火
消
は

東
京
府
に
移
管
さ
れ
、
明
治
５
年
「
消
防

組
」
に
改
組
さ
れ
ま
し
た
。

そ
の
後
、
明
治
27
年
勅
令
で
「
消
防
組

規
則
」
を
制
定
し
、
消
防
組
は
知
事
の
警

察
権
に
入
り
、
費
用
は
市
町
村
の
負
担
と

さ
れ
ま
し
た
。 

千
葉
県
内
で
は
、
41
の
公
設
消
防
組
が

発
足
し
、
野
田
市
域
で
は
、
こ
の
時
に
野

田
町
と
関
宿
町
に
公
設
消
防
組
が
置
か
れ

ま
し
た
。
明
治
後
期
か
ら
大
正
半
ば
に
か

け
て
、
周
囲
の
村
に
も
公
設
消
防
組
が
組

織
さ
れ
て
い
き
ま
し
た
。

大
正
12
年
、
野
田
町
消
防
組
は
７
部
制

と
な
り
、
大
正
15
年
に
定
め
ら
れ
た
「
野

田
町
消
防
組
規
定
」
で
は
、
各
部
そ
れ
ぞ

れ
に
町
内
の
担
当
区
域
が
定
め
ら
れ
た
ほ

か
、
他
地
区
や
町
外
に
も
出
動
す
る
こ
と

歴
史
か
ら
見
る
消
防
団
の
変
遷

に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
こ
の
７
部
は
担
当

区
域
か
ら
、
現
在
の
第
１
分
団
か
ら
第
７

分
団
に
あ
た
る
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

公
設
の
消
防
組
の
母
体
と
な
っ
た
の
は

規
則
以
前
か
ら
存
在
し
て
い
た
地
域
の
自

治
的
な
消
防
組
で
、
規
則
で
は
公
設
消
防

組
以
外
の
消
防
組
織
は
存
在
し
て
は
な
ら

な
い
と
さ
れ
な
が
ら
も
、
実
際
に
は
多
く

の
私
設
の
消
防
組
が
活
動
を
続
け
て
い
ま

し
た
。
そ
の
背
景
に
は
、
町
村
費
か
ら
の

公
設
消
防
組
織
維
持
費
の
捻
出
が
困
難
で

あ
っ
た
り
、
村
落
の
戸
数
不
足
な
ど
が
あ

り
ま
し
た
。

そ
の
後
、
昭
和
14
年
の
警
防
団
令
を
受

け
て
、
野
田
町
で
は
、
警
防
団
本
部
の
ほ

か
、
７
部
あ
っ
た
消
防
組
に
合
わ
せ
て
７

分
団
を
置
く
こ
と
を
定
め
ま
し
た
。
川
間

村
で
も
昭
和
14
年
に
警
防
団
結
成
式
が
挙

行
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
他
の
町
村
で
も
同

様
に
消
防
組
は
警
防
団
へ
と
改
組
さ
れ
て

い
き
ま
し
た
。

戦
後
、
警
防
団
が
消
防
団
に
改
組
さ
れ

た
こ
と
を
う
け
て
、
昭
和
22
年
８
月
に
野

田
町
消
防
団
条
例
が
制
定
さ
れ
ま
し
た
。

消
防
組
の
時
代
か
ら
消
防
団
改
組
時
、
そ

し
て
現
在
ま
で
、
各
分
団
の
担
当
区
域
は

そ
の
ま
ま
引
き
継
が
れ
、
地
域
の
消
防
防

災
活
動
に
尽
力
し
て
き
ま
し
た
。

全
国
的
な
消
防
団
の
歴
史

市内の公設消防組と設立年

［参考資料］「野田と災害」野田市郷土博物館・平成 24 年

消防団街頭行進 昭和 28 年

江戸時代、いろは４８組と本所・深川 16 組の総称
で町屋の火災に従事した火消のことです。
町奉行、大岡越前守忠相から各名主に対して、町
火消設置の命が伝えられ、町火消組合が創設され
ました。

1718年　町火消の誕生

名称を消防組と改め、新たに消防組 39 組を編成し
ました。また、明治７年には古い思想を打破し規律
を正し、進退賞罰を明らかにし、服務の心得を説き、
消防人としてのあり方を示した「消防章程」が制定
されました。

明治5年　消防組

消防組とは別に昭和５年に誕生した「防護団」が
設立されました。防護団は法令に基づくものではな
く市町村長によって任意に設置される団体で、消防
組員が兼務していることが多く、昭和 14 年には警
防団令が公布され、消防組と防護団を合体させた
警防団が発足しました。

昭和14年　警防団

「消防団令」公布に伴い従来の警防団が廃止され、
新たに全国の市町村に消防団が組織されました。
その後昭和 23 年に消防組織法の一部を改正する
法律が施行され、消防組織法に根拠を置く消防団
が誕生し、消防団令が廃止されました。

昭和22年　消防団

市では、4 つの方面隊（中央・南・北・関宿）、30
分団 26 部があり、約742 人の消防団員が活躍して
います。（平成 27 年 3 月現在）

そして現在

旭村目吹 1、2 区消防組（大正元年）

下町消防会館竣工記念 昭和 29 年

戸澤富樹氏提供

野田町消防組

関宿町消防組

二川村消防組

福田村消防組

木間ケ瀬村消防組

旭村消防組

梅郷村消防組

川間村消防組

七福村消防組

明治 27 年 6 月 23 日

明治 27 年

明治 43 年 11月

大正 2 年 4 月

大正 3 年 4 月

大正 4 年 7 月

大正 4 年 10 月

大正 9 年

（不明）

公設消防組 設立年

消
防
組
か
ら
警
防
団
、

消
防
団
へ

じ
ょ
う
び
け
し

消
防
団
の
歴
史

20グラフ野田グラフ野田21

江戸の町火消の心意気を今に伝える「はしご乗り」




